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上尾市教育委員会６月定例会 議案 

 
  



 

 

議   案   名  

 

議案第３２号  上尾市社会教育委員の委嘱又は任命について  --------------- １  

議案第３３号  上尾市立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱又は任

命について  --------------------------------------------------------- ３  

議案第３４号  上尾市就学支援委員会委員の委嘱又は任命について  ------- ４  

議案第３５号  上尾市不登校対策推進委員会委員の委嘱又は任命につ

いて  ----------------------------------------------------------------- ５  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【  白紙  】  

 

 

 

 



 

－1－ 

議案第３２号  

上尾市社会教育委員の委嘱又は任命について  

上尾市社会教育委員に下記の者を委嘱又は任命する。  

令和４年６月２４日提出  

           上尾市教育委員会教育長   西  倉   剛      

記  

１  委嘱［任期：令和６年６月３０日まで ]  

選出
区分  氏  名  住  所  等  役職名等  備考  

１号

委員  

近藤
こんどう

 博昭
ひろあき

 上尾市本町在住  
上尾市公民館運営審議

会議長  
再任  

曽我部
そ が べ

 延孝
のぶたか

 さいたま市北区在住  
上尾市人権教育推進協

議会会長  
再任  

須賀
す が

 聡
さとし

 上尾市愛宕在住  
ボーイスカウト上尾市

連絡協議会会長  
再任  

遠山
とおやま

 正博
まさひろ

 上尾市二ツ宮在住  上尾市スポーツ協会会長  再任  

清水
し み ず

 和子
か ず こ

 上尾市二ツ宮在住  
上尾市文化団体連合会

顧問  
新任  

清水
し み ず

 松代
ま つ よ

 上尾市上町在住  上尾市図書館協議会委員  再任  

２号

委員  

宮内
みやうち

 礼子
れ い こ

 上尾市上野在住  上尾市ＰＴＡ連合会会長  再任  

武藤
む と う

 ちよ子
こ

 上尾市川在住  双葉台幼稚園園長  新任  

３号

委員  

首藤
しゅとう

 敏元
としもと

 埼玉大学教育学部在勤  教授  再任  

菊地
き く ち

 豊
ゆたか

 
埼玉県家庭教育振興協

議会在任  
副会長  再任  

山口
やまぐち

 伸一郎
しんいちろう

 
埼玉県立大宮北特別支

援学校在勤  
校長  再任  

２  任命［任期：令和６年６月３０日まで ]  

選出
区分  氏  名  住  所  等  役職名等  備考  

１号

委員  

小林
こばやし

 斗志子
と し こ

 上尾市立鴨川小学校在勤  校長  再任  

武田
た け だ

 直美
な お み

 上尾市立南中学校在勤  校長  再任  

 



 

－2－ 

１号委員：学校教育及び社会教育の関係者  

２号委員：家庭教育の向上に資する活動を行う者  

３号委員：学識経験のある者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市社会教育委員の任期満了に伴い、社会教育法（昭和２４年法律第

２０７号）第１５条第２項の規定により、委員の委嘱又は任命を行いたい

ので、この案を提出する。  



 

－3－ 

議案第３３号  

上尾市立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱又は任命について  

上尾市立人権教育集会所運営委員会委員に下記の者を委嘱又は任命する。  

令和４年６月２４日提出  

           上尾市教育委員会教育長   西  倉   剛      

記  

１  委嘱［任期：令和５年３月３１日まで ] 

【畔吉集会所運営委員会委員】  

選出

区分  
氏  名  住  所  等  備考  

１号

委員  藤波
ふじなみ

 由浩
よしひろ

 上尾市畔吉在住  新任  

２  任命［任期：令和５年３月３１日まで ] 

【原市集会所運営委員会委員】  

選出

区分  
氏  名  住  所  等  備考  

２号

委員  豊田
と よ だ

 好伸
よしのぶ

 上尾市立原市南小学校在勤  新任  

 

１号委員：地区の代表  

２号委員：市立小・中学校長  

３号委員：識見を有する者  

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市立人権教育集会所運営委員会委員に欠員が生じたため、上尾市立

人権教育集会所運営委員会規則（昭和５０年上尾市教育委員会規則第５号）

第３条第２項の規定により、その後任として任命したいので、この案を提

出する。  



 

－4－ 

議案第３４号  

上尾市就学支援委員会委員の委嘱又は任命について  

上尾市就学支援委員会委員に下記の者を委嘱又は任命する。  

令和４年６月２４日提出  

           上尾市教育委員会教育長   西  倉   剛      

記  

１  委嘱［任期：令和５年６月３０日まで］  

選出
区分  氏  名  住  所  等  役職名等  備考  

４号

委員  大野
お お の

 明子
あ き こ

 
埼玉県立川島ひばりが

丘特別支援学校在勤  
教諭  新任  

２  任命［任期：令和５年６月３０日まで］  

選出
区分  氏  名  住  所  等  役職名等  備考  

３号

委員  

林田
はやしだ

 史
やす

浩
ひろ

 
上尾市子ども未来部保

育課在勤  
課長  新任  

平賀
ひ ら が

 健
けん

治
じ

 
上尾市健康福祉部障害

福祉課在勤  
課長  新任  

５号

委員  大澤
おおさわ

 聡
さとし

 
上尾市立大石南中学校

在勤  
校長  新任  

 

１号委員：医師  

２号委員：学識経験者  

３号委員：障害福祉に関係する機関の職員  

４号委員：特別支援学校の教職員  

５号委員：上尾市立小学校及び中学校の校長及び教員  

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市就学支援委員会委員に欠員が生じたため、上尾市就学支援委員会

条例（令和３年上尾市条例第３号）第３条第２項の規定により、その後任

として任命したいので、この案を提出する。  



 

－5－ 

議案第３５号  

上尾市不登校対策推進委員会委員の委嘱又は任命について  

上尾市不登校対策推進委員会委員に下記の者を委嘱又は任命する。  

令和４年６月２４日提出  

           上尾市教育委員会教育長   西  倉   剛      

記  

１  委嘱［任期：令和６年６月３０日まで］  

選出
区分  氏  名  住  所  等  役職名等  備考  

１号

委員  

小林
こばやし

 正幸
まさゆき

 東京学芸大学在勤  名誉教授  新任  

吉永
よしなが

 惠子
け い こ

 
埼玉県教育局県立学校

部生徒指導課在勤  

スクールソーシャル

ワーカー  スーパー

バイザー  

新任  

５号

委員  石井
い し い

 英次
え い じ

 上尾市原市在住  市内中学校保護者  新任  

２  任命［任期：令和６年６月３０日まで］  

選出
区分  氏  名  住  所  等  役職名等  備考  

２号

委員  

青木
あ お き

 由美子
ゆ み こ

 
上尾市立上平北小学校

在勤  
校長  新任  

伊藤
い と う

 潔
きよし

 上尾市立上尾中学校在勤  校長  新任  

３号

委員  

池田
い け だ

 恵美子
え み こ

 上尾市立中央小学校在勤  教諭  新任  

遠藤
えんどう

 恵美
え み

 上尾市立東中学校在勤  養護教諭  新任  

４号

委員  

村田
む ら た

 理枝
り え

 上尾市教育センター在勤  教育相談員  新任  

波潟
なみがた

 文江
ふ み え

 上尾市教育センター在勤  
スクールソーシャル

ワーカー  
新任  

石井
い し い

 太佳子
た か こ

 上尾市立原市中学校在勤  さわやか相談室相談員  新任  

  



 

－6－ 

１号委員：学識経験を有する者  

２号委員：上尾市立小学校及び中学校の校長を代表する者  

３号委員：不登校児童生徒に対する対策に携わっている担当教諭を

代表する者  

４号委員：相談員として不登校児童生徒又はその保護者から相談を

受けた経験のある者  

５号委員：上尾市立小学校及び中学校の保護者を代表する者  

６号委員：前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市不登校対策推進委員会委員の委嘱又は任命を行うため、上尾市不

登校対策推進委員会条例（令和４年上尾市条例第８号）第４条第２項の規

定により、この案を提出する。  


